
済生会と地域生活定着支援事業・・・

社会福祉法人 済生会は、生活困窮者を支援する事業「なでしこプラン」を実施して

おり、石川県地域生活定着支援センターはその「なでしこプラン」の一環として石川県か

ら委託を受けて運営しています。

石川県委託事業

恩賜
財団

お問い合せ

石川県地域生活定着支援センター

１ 対象者に対し、常に懇切で誠意ある態度で接するよう心掛け、その意思や主体性を

最大限尊重します。

２ 対象者への支援は、本人の心身の状況、福祉サービス等へのニーズ、過去に利用し

た福祉サービス等の内容、活用できる社会資源の状況等を十分に踏まえながら、対象

者の日常生活の支援を効果的に行い、かつ継続的、計画的に適切な福祉サービス等の

利用ができるように配慮します。

３ 対象者およびその関係者のプライバシーに十分配慮するとともに、業務上知りえた

個人情報を業務に必要な範囲を超えて他に漏らすことのないよう、万全の注意を払い

ます。

４ 業務の遂行に当たり、常に公正かつ中立的な姿勢を保つことを心掛けます。

センターの運営方針

相談は無料です。秘密は守られますのでお気軽にご相談下さい。
～地域での再出発のお手伝いをいたします～

開 設：平成30年4月1日

住 所：〒920-0353 金沢市赤土町ニ13-6

（石川県済生会金沢病院内）

ＴＥＬ：076-266-2922

ＦＡＸ：076-266-1070（代）

Ｈ Ｐ：https://saiseikaikanazawa.jp/teichaku/

メール：tsc@saiseikaikanazawa.jp

開所時間：平日 8：30～17：00

（祝日および年末年始を除く）

刑務所等の矯正施設等からの出所（出院）予定者や刑事司法手続き段階にある被疑者等で、

居住場所がなく、頼れる身寄りがいない又は家族等の事情により受け入れが困難であるため

住居が確保できないなど、社会復帰が困難な高齢者及び障害者の社会復帰を支援するため、

保護観察所と協働して早い段階から調整を行う専門機関です。

なお、当センターは、石川県からの委託を受けて運営しています。

石川県地域生活定着支援センターとは

石川県済生会金沢病院内



矯正施設等から出所（出院）した後、福祉施設等で本人を受け入れた施設等
に対して必要な助言等を行っています。また、出所（出院）又は釈放された後
も、本人やその家族、本人を受入れた福祉施設等へ福祉サービス等の利用に関
することや困りごと、トラブル等への対応を行っています。

各業務を円滑かつ効果的に実施するための必要な役割や連携を行い、支援の
ためのネットワーク構築に努めます。また、地域生活定着支援センターの業務
や罪を犯してしまう方や刑務所を退所される方の実情に関し、研修や会議等を
開催し周知・啓発活動を行います。

社会には、本来福祉サービスが必要であったにも関わらず、福祉につながることができずに罪に問わ

れた高齢者や障害者が大勢います。

そのような人たちの中には、頼る人がおらず、仕事や住む場所もなく、必要な福祉サービスへのつな

がり方も分からずに困窮し、定住できないまま再び罪を犯してしまい、矯正施設へ戻るリスクが高いと

いう実態がありました。

また、刑務所等の矯正施設に入る前（被疑者・被告人段階）や入所中に適切な支援を受けていれば、

こうした人たちが再び罪を犯してしまう不幸や、新たな被害者を生み出す不幸を防ぐことができるかも

しれません。

このような背景から、罪に問われた高齢者や障害者の方々を支える機関として「地域生活定着支援セ

ンター」が各都道府県に設置されています。

コーディネート業務の対象者に対する出所時の迎え、行政、福祉サービスの
申請手続き、住まいへの移行支援（住居、施設見学同行）、生活状況の把握、
トラブル時の応援要請、入所施設及び本人等から相談・助言、関係機関との連
携等を行っています。

保護観察所から依頼のあった刑事司法手続きの段階にある被疑者・被告人等
と面接（面会）等を行うことで、釈放後、速やかに地域の中で生活ができるよ
う受入れ先施設等の調整や福祉サービスの利用に関する必要な手続き等を行っ
ています。

コーディネート

フォローアップ

被疑者等支援

相談支援

普及啓発等

出所後は、引き続き各関係機関等とのネットワークを保ちながら、
随時本人の状況等を把握し、必要に応じて対応いたします。

●その他

検察庁、保護観察所、裁判所、弁護士
司法書士、保護司、民生委員

法務少年支援センター、年金事務所 など

他県矯正施設入所者で県内への帰住を希望する者、
他県への帰住希望対象者については、他県地域生活
定着支援センターと協働し、広域調整を行います。

面接により本人のニーズ
を把握し、その意思を踏
まえながら支援計画を作
成します。

出所後、地域で暮らして
いくために必要な関係機
関と調整連携を図ります。

●就労

ハローワーク
就労継続支援事業所 など

●行政

県、市町、福祉事務所

●福祉

相談支援事業所、介護支援事業所

地域包括支援センター

日中活動支援事業所、社会福祉協議会

障害者基幹相談支援センター など

●住まい

更生保護施設、自立準備ホーム
救護施設、障害者施設、高齢者施設

介護保険施設、居住支援事業所
在宅、不動産業者 など

●医療

医療機関
訪問看護事業所 など

コーディネート

フォローアップ

出所

保護観察所から依頼のあった矯正施設等の退所予定者を対象として、面談等
を通じて福祉サービス等に係るニーズを把握します。それを踏まえて、「福祉
サービス等調整計画」を作成し、区市町村等と調整を行った上で受入れ先施設
等を決定するとともに、福祉サービス等に係る申請支援等を行っています。

支援の対象
高齢（65歳以上）または障害のために自立した生活を送ることが困難な方で、

・刑務所等の矯正施設に入所中、または退所した方で保護観察所、他県定着支援センターから依頼のあった方

・刑事司法手続き段階にある被疑者等で、保護観察所から依頼のあった方

・罪に問われた方やその家族、その方に関わっている支援者の方で、定着支援センターの支援が必要と認めら

れる方

※出前講座を行っています。関心のある方はご相談ください。

定着支援センターのお仕事どうして罪に問われた方を支援するの？

支援の流れ


